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国税のクレジットカード納付が 

開始！ 
 

２０１７年１月４日から、国税においてもクレジッ

トカード納付が開始されております。 

 クレジットカード納付とは、インターネット上で

のクレジットカード支払の機能を利用して、国

税庁長官が指定した納付受託者へ国税の納

付の立替払いを委託することにより国税を納

付する手続きで、地方税ではすでに実施され

ています。 

 対象となる国税は、申告所得税及び復興特

別所得税、法人税、消費税及び地方消費税、

贈与税、酒税など、納付書で納付できる国税

を対象としており、基本的に税目に制限はあり

ません。 

 ほぼ全ての税目で利用可能ですが、印紙を

貼り付けて納付するなど、納付書を添えて納

付されない税目は除かれます。 

 

 また、源泉所得税及び復興特別所得税（告

知分以外）、源泉所得税（告知分以外）は、２

０１７年６月からの開始を予定しております。 

 クレジットカード納付の注意点としては、納

付税額に応じた決済手数料がかかります。 

 決済手数料は、納付税額が最初の１万円ま

では７６円（消費税別）、以後１万円を超えるご

とに７６円（同）を加算した金額となります。 

クレジットカード納付ができる金額は１,０００万

円未満で、かつ、利用になるクレジットカード

の決済可能額以下の金額（決済手数料含む）

です。 

 

 

 

 なお、利用可能なクレジットカードは、Visa、

Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、

TS CUBIC CARD です。 

 また、領収証書は発行されませんので、領収証書

が必要な場合は、最寄りの金融機関や税務署の窓

口で納付する必要があります。 

 

 クレジットカード納付は「国税クレジットカードお支払

サイト」で納付手続きをしますが、完了するとその納付

手続きの取消しはできませんので、誤って手続きをし

た場合は、後日税務署で手続きを行うことになります。 

 その他、納付手続きの完了後、その納付手続きによ

り納付済となった国税については、納税の猶予等を

受けることはできないことや国税のクレジットカード納

付はインターネット上のみの手続きであり、金融機関

やコンビニエンスストア、税務署の窓口ではクレジット

カードによる納付はできないこと、クレジットカード納

付をしてから、納付済の納税証明書の発行が可能と

なるまで３週間程度かかる場合があること等ございま

すので、ご利用されます方は、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

当団体は、異なる業種の経営者が相集い、 力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    
skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

 


